
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  配偶者に相続させるのは有利!?               

Ｑ：相続税では、配偶者に対する相続税額

の軽減という制度があるけど、目一杯使うと

損になることもあるよと聞きました。どうい

うことですか？                                      

                                             

Ａ：次の相続税額もシミュレーションして

どれぐらい相続するのがいいのか検討すると

いいでしょう。 

【解説】 

相続税における「配偶者に対する相続税額

の軽減」とは、①配偶者の課税価格が１億６

千万円、又は②相続税の課税価格の合計額に

配偶者の法定相続割合を乗じて算出した金額

とのいずれか多い金額までなら相続税がかか

らないというものです。 

ただし、この規定の適用を受けるには、次

の要件を満たさなければなりません。 

①相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)まで

に、遺産分割が終わっていること(未分割であ

っても、申告期限から３年以内に分割をすれ

ば、更正の請求という手続をすることによっ

て、この規定の適用が受けられる) 

②この規定の適用を受ける旨の記載された相

続税の申告書を提出すること 

ところで、配偶者に対する相続税額の軽減

を目一杯使うのがいいのか使わないほうがい

いのかですが、これは、配偶者の財産の額に

よって違いますので、次(配偶者)の相続税が

いくらになるのかをシミュレーションしてみ

て、どれぐらいの財産を相続するのがいいの

かを判断するといいでしょう。 
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